
る
老
司
式
の
系
統
と
捉
え
ら
れ
る
軒
平
瓦
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
軒
平
瓦
に

つ
い
て
、
豊
前
国
分
寺
塔
跡
西
側
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
扁
行
唐
草
文
軒
平

瓦
（
老
司
式
）
か
ら
の
展
開
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
天
平
十
三
年
の
国
分
寺
造
営
事
業
の
一
環
と
し
て
、
老
司
式
瓦
の
導

入
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
遺

跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
扁
行
唐
草
文
軒
平
瓦
（
Ⅰ
式
〜
Ⅲ
式
）
の
展
開
が

あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２

鴻
臚
館
系
瓦

平
城
宮
の
瓦
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
大
宰
府
跡
出
土
の
鴻
臚
館
式
軒

瓦
も
九
州
一
円
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。

豊
前
地
域
に
見
ら
れ
る
鴻
臚
館
式
軒
丸
瓦
及
び
そ
の
系
統
を
組
む
瓦

は
、
弥
勒
寺
を
は
じ
め
と
し
て
法
鏡
寺
・
小
倉
池
廃
寺
・
豊
前
国
分
寺
・

船
迫
堂
帰
り
瓦
窯
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
鴻
臚
館
標
識
軒
丸
瓦
と
す
る

大
宰
府
分
類
二
二
三
ａ
（
高
橋
分
類
Ｉ
４
ａ
）
に
最
も
類
似
す
る
も
の
に
、

弥
勒
寺
金
堂
所
用
瓦
が
あ
る
。
弥
勒
寺
は
文
献
よ
り
天
平
十
年
（
七
三

八
）
前
後
に
建
立
年
代
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
八
世
紀
前
半
代

の
当
地
方
の
鴻
臚
館
式
瓦
の
出
土
は
、
こ
の
弥
勒
寺
の
み
で
他
に
例
は
な

い
。そ

の
他
の
鴻
臚
館
式
瓦
を
組
む
軒
丸
瓦
の
展
開
は
、
八
世
紀
中
葉
以
降

と
考
え
ら
れ
、
亀
田
修
一
に
よ
り
三
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

吉
田
寛
は
豊
前
国
分
寺
採
集
瓦
に
着
目
し
、「『
笵
ズ
レ
』
か
ら
生
じ
る
瓦

当
文
様
を
指
摘
し
、
豊
前
地
方
は
同
一
モ
チ
ー
フ
の
瓦
当
文
様
を
採
用
し

な
が
ら
も
、
瓦
笵
の
タ
イ
プ
が
小
地
域
（
郡
）
で
異
な
っ
た
状
況
に
あ

る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
弥
勒
寺
出
土
の
軒
瓦
を
見
て
も
分
か
る
よ
う

に
、
大
宰
府
系
古
瓦
が
多
量
に
出
土
し
て
お
り
、
国
分
寺
建
立
以
前
に
、

大
宰
府
と
宇
佐
弥
勒
寺
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
瓦
か
ら
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
弥
勒
寺
出
現
か
ら
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
の
国
分
寺
造

営
時
期
以
降
に
亀
田
分
類
の
Ⅰ
〜
Ⅲ
類
が
展
開
し
、
瓦
工
人
に
よ
る
造
瓦

事
業
が
考
え
ら
れ
、
屋
瓦
の
補
修
や
寺
院
の
改
築
に
大
き
く
関
与
し
た
も

の
と
想
定
さ
れ
る
。

以
上
、
朝
鮮
系
瓦
・
畿
内
系
瓦
・
大
宰
府
系
瓦
に
つ
い
て
記
し
た
よ
う

に
、
豊
前
地
方
の
寺
院
及
び
官
衙
に
は
多
彩
な
古
瓦
の
変
遷
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
時
代
的
変
遷
を
た
ど
れ
ば
、
当
初
朝
鮮
三
国
の
渡
来
系
氏
族

集
団
に
よ
る
寺
院
造
営
が
あ
り
、
時
期
を
重
ね
る
よ
う
に
宇
佐
地
方
を
中

心
に
、
畿
内
色
豊
か
な
法
隆
寺
・
川
原
寺
等
の
仏
教
文
化
の
導
入
が
看
取

で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
氏
寺
的
仏
教
現
象
か
ら
律
令
国
家
機
構
に

よ
っ
て
、
国
家
仏
教
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
八
世
紀
以
降
の

豊
前
地
方
は
、
大
宰
府
の
影
響
や
国
分
寺
造
営
に
絡
み
、
老
司
式
・
鴻
臚

館
式
瓦
が
京
都
郡
地
域
、
宇
佐
地
域
に
お
い
て
発
見
で
き
る
よ
う
に
な

る
。五

豊
前
国
分
寺
の
建
立

鎮
護
国
家
へ
の
道

聖
武
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
文
武
天
皇
を
父
、
藤
原
宮
子
を
母
に
持
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ち
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
立
太
子
と
な
り
、
早
い
時
に
父
を
亡
く
し
て
い

る
。
聖
武
天
皇
（
首
皇
子
）
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
生
誕
し
、
妻
光

明
皇
后
（
藤
原
安
宿
媛
）
が
入
廷
し
た
の
は
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
で
あ

ふ

ひ

と

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
藤
原
安
宿
媛
は
藤
原
不
比
等
を
父
、
県
犬
養
橘
三

千
代
を
母
と
し
て
育
っ
た
。
不
比
等
の
律
令
制
下
に
お
け
る
実
権
は
大
き

か
っ
た
が
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。

聖
武
天
皇
は
不
比
等
の
死
後
、
天
武
・
持
統
天
皇
等
か
ら
継
承
さ
れ
続

け
ら
れ
て
来
た
、
中
国
生
ま
れ
の
律
令
制
を
大
局
的
に
捉
え
、
そ
の
価
値

観
を
確
立
し
実
行
し
て
い
く
と
い
う
大
変
な
業
務
が
残
さ
れ
て
い
た
。
実

際
、
彼
が
政
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
不
比
等
の
死
後
か
ら
で
あ

る
。不

比
等
が
亡
く
な
る
と
天
皇
系
の
皇
親
族
が
新
た
な
政
権
を
握
る
よ
う

と
ね
り

な
が
や
お
う

に
な
っ
た
。
舎
人
親
王
は
太
政
官
に
、
右
大
臣
に
は
長
屋
王
が
就
い
た
。

後
世
で
は
長
屋
王
の
時
代
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
藤
原
氏
の
推
進
す
る

律
令
政
策
に
、
長
屋
王
は
必
ず
し
も
賛
成
論
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な

か
っ
た
。
長
屋
王
は
聖
武
天
皇
の
生
母
藤
原
宮
子
の
尊
号
問
題
を
取
り
上

げ
、
律
令
法
の
形
式
を
以
て
反
論
し
た
の
が
、「
長
屋
王
の
変
」
と
し
て

後
世
歴
史
に
残
る
事
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
皇
族
関
係
が
も

た
ら
す
跡
目
相
続
問
題
で
あ
り
、
令
の
規
定
で
は
「
妃
は
皇
親
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
」
と
し
て
、
安
宿
媛
を
天
子
嫡
妻
に
す
る
の
は
違
反
で
あ
る
と

反
対
し
た
の
で
あ
る
。
日
ご
ろ
か
ら
長
屋
王
の
姿
勢
に
不
満
を
抱
い
て
い

た
漆
部
君
足
等
は
、
政
権
の
謀
反
扱
い
者
と
し
て
密
告
し
た
た
め
、
神
亀

六
年
（
七
二
九
）
二
月
十
二
日
に
、
舎
人
親
王
及
び
新
田
部
親
王
等
が
長

屋
王
宅
に
赴
い
て
問
い
詰
め
、
そ
の
翌
日
、
長
屋
王
と
息
子
た
ち
は
自
殺

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
年
号
が
「
天
平
」
と
改
元
さ
れ
、
安
宿
媛
は

聖
武
天
皇
の
皇
后
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
件
の
一
方
で
は
律
令
政
策
が
進
め
ら
れ
、
内
・
外
交
軍
事

施
策
は
も
ち
ろ
ん
、
民
衆
へ
の
政
策
を
も
配
慮
し
た
が
、
新
し
い
天
平
時

か
ん
ば
つ

て
ん
ぺ
ん

ち

い

代
と
裏
腹
に
、
社
会
状
況
は
地
震
・
流
星
・
旱
魃
な
ど
天
変
地
異
が
続

き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
疫
病
や
凶
作
が
流
行
し
、
世
の
中
を
一
層
不
安
に
し

た
。
大
宰
府
か
ら
流
行
し
た
疫
病
は
天
然
痘
で
、
天
平
七
年
（
七
三
五
）

夏
ご
ろ
か
ら
全
国
的
に
広
ま
り
、
都
平
城
京
で
も
朝
儀
が
中
心
に
な
る
ほ

ど
多
く
の
患
者
が
出
た
と
い
う
。

藤
原
氏
一
族
に
も
疫
病
は
ひ
ろ
が
り
、
北
家
（
房
前
）・
南
家
（
武
智

麻
呂
）・
京
家
（
麻
呂
）・
式
家
（
宇
合
）
た
ち
が
亡
く
な
る
と
、
光
明
皇

た
ち
ば
な
の
も
ろ
え

げ
ん
ぼ
う

后
の
異
父
兄
に
あ
た
る
橘
諸
兄
が
政
治
の
中
心
に
な
っ
て
、
僧
玄
坊
や

き
び
の
ま
き
び

吉
備
真
備
ら
が
こ
れ
を
支
え
、
地
方
財
政
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
行
政

の
簡
素
化
を
進
め
、
防
人
や
兵
士
を
停
止
し
た
。

聖
武
天
皇
と
光
明
皇
后
は
仲
む
つ
ま
じ
い
関
係
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
光
明
皇
后
は
世
継
ぎ
で
あ
る
皇
子
に
恵
ま
れ
ず
、
当

時
二
十
一
歳
だ
っ
た
阿
倍
内
親
王
を
、
史
上
初
の
女
性
皇
太
子
と
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
に
ま
た
世
相
へ
の
大
き
な
不
安
が
生
じ
た
。
聖
武
天
皇
は

こ
う
し
た
疫
病
や
飢
饉
・
凶
作
に
続
い
て
、
皇
親
の
問
題
等
を
世
に
説
く

る

し
ゃ

た
め
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
河
内
国
大
県
郡
に
あ
る
知
識
寺
で
盧
舎
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な

ぶ
つ

那
仏
を
拝
し
、
国
毎
に
法
華
経
十
部
を
写
し
て
、
七
重
塔
を
建
立
す
る
よ

う
に
命
令
し
た
。

こ
れ
ら
の
政
治
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
の
が
大
宰
府
の
少
弐
藤
原
広
嗣

で
あ
る
。
彼
は
僧
玄
坊
と
吉
備
真
備
を
政
権
か
ら
外
す
よ
う
要
求
し
た
。

彼
は
九
月
三
日
、
つ
い
に
反
乱
を
起
こ
し
た
。
広
嗣
は
三
軍
を
編
成
し
、

広
嗣
軍
勢
は
大
宰
府
か
ら
鞍
手
道
を
通
っ
て
門
司
を
目
指
し
、
弟
で
あ
る

藤
原
綱
手
は
大
分
か
ら
豊
前
を
通
っ
て
板
櫃
方
面
へ
、
多
胡
古
麻
呂
軍
は

田
河
道
か
ら
門
司
へ
と
進
軍
し
、
朝
廷
軍
と
板
櫃
鎮
に
お
い
て
激
し
い
戦

い
と
な
っ
た
。
朝
廷
率
い
る
一
万
七
〇
〇
〇
人
の
軍
勢
に
、
広
嗣
軍
は
一

か
月
半
に
お
よ
ぶ
戦
い
で
敗
北
し
、
広
嗣
は
耽
羅
（
済
州
島
）
へ
逃
げ
込

む
が
、
十
月
二
十
三
日
阿
倍
朝
臣
黒
麿
に
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

時
、
聖
武
天
皇
は
大
将
軍
大
野
東
人
に

朕
意
う
と
こ
ろ
あ
る
に
縁
り
て
、
今
月
の
末
暫
く
関
東
に
往
か
ん
と
す
。
そ
の
時
に

非
ず
と
雖
も
、
事
已
む
こ
と
能
わ
ず

と
言
っ
て
関
東
行
幸
を
開
始
し
、
の
ち
約
五
年
も
の
間
恭
仁
京
、
難
波

京
、
紫
香
楽
宮
を
転
々
と
彷
徨
し
、
広
嗣
の
乱
を
よ
そ
目
に
天
平
時
代
の

諸
施
策
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

大
仏
開
眼
と
国
分
寺

七
世
紀
後
半
代
に
な
っ
て
、
天
武
・
持
統
天
皇

に
よ
り
仏
教
興
隆
が
進
め
ら
れ
た
。
両
天
皇

は
、
諸
国
に
使
い
を
出
し
仁
王
経
を
説
か
せ
た
り
、
金
光
明
経
を
諸
国
に

送
り
、
毎
年
正
月
上
弦
の
日
に
読
経
さ
せ
た
り
し
て
、
仏
教
の
教
義
を
広

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
八
世
紀
に
入
る
と
、
そ
れ
ら
の
仏
教
の

思
想
は
、「
国
家
平
安
」
の
た
め
の
金
光
明
経
・
大
般
若
経
・
法
華
経
で

あ
り
、
更
に
は
釈
尊
像
を
祀
る
こ
と
で
安
泰
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
聖
武
天
皇
は
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
恭
仁
京
に
お
い
て
、

国
分
寺
建
立
及
び
盧
舎
那
仏
造
立
の
詔
を
出
し
た
。
そ
し
て
、

国
泰
く
人
楽
し
び
、
災
除
り
福
至
り
き

云
々

と
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
の
疫
病
や
災
い
を
取
り
除
く
こ
と
で

あ
っ
た
。
国
分
二
寺
は
、
土
地
の
選
定
や
寺
院
建
立
に
際
し
て
の
諸
規
定

こ
ん
こ
う
み
ょ
う
し
て
ん
の
う
ご
こ
く
の
て
ら

ほ
っ

け

め
つ
ざ
い

を
出
し
、
僧
寺
は
「
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
」、
尼
寺
を
「
法
華
滅
罪

の

て
ら

之
寺
」
と
言
い
、
七
重
塔
に
は
紫
紙
金
字
最
勝
王
経
が
埋
納
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

天
皇
が
彷
徨
し
て
い
る
間
、
政
局
は
光
明
皇
后
の
信
頼
を
受
け
て
い
た

藤
原
仲
麻
呂
に
委
ね
ら
れ
、
天
皇
は
民
衆
ま
で
も
鎮
護
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
中
に
包
括
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
強
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
行
基
を
大

僧
正
に
任
命
し
、
従
来
の
神
仏
に
対
す
る
主
体
性
を
替
え
よ
う
と
す
る
、

抑
圧
的
考
え
が
あ
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
天
皇
は
天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
東
大
寺
に
行
幸
し
、

大
仏
造
立
の
見
通
し
が
立
つ
と
阿
倍
内
親
王
（
孝
謙
天
皇
）
に
譲
位
し
、

皇
后
は
新
天
皇
を
補
佐
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
天
平
勝
宝

四
年
（
七
五
二
）
大
仏
開
眼
会
が
執
り
行
わ
れ
た
。

国
別
に
国
分
寺
が
建
立
さ
れ
る
と
、
当
然
に
し
て
そ
の
維
持
管
理
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
続
日
本
紀
』、『
類
聚
三
代
格
』
か
ら
そ
の
年
代

を
追
っ
て
み
よ
う
。
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・
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
の
詔
で
は
、
僧
寺
に
は
二
〇
人
を
配
置
し
、

封
五
〇
戸
、
水
田
一
〇
町
、
尼
寺
に
は
一
〇
人
を
置

き
、
水
田
一
〇
町
の
施
入
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

・
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
は
、
国
別
に
正
税
四
万
束
を
、
僧
寺
・
尼

寺
に
二
万
束
を
入
れ
、
そ
れ
を
出
挙
料
に
あ
て
て
そ
の

利
息
を
維
持
費
に
あ
て
る
こ
と
が
促
さ
れ
た
。

・
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
こ
れ
ま
で
の
水
田
寺
領
に
田
領
を
加
え
て

僧
寺
一
〇
〇
町
、
尼
寺
五
〇
町
と
す
る
。

・
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
で
は
、
僧
寺
一
〇
〇
〇
町
、
尼
寺
四
〇

〇
町
と
さ
れ
た
。

延
喜
式
及
び
弘
仁
式
に
よ
る
九
州
各
国
の
国
分
寺
料
の
規
定
を
比
べ
る

と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

た

ね

九
国
三
島
の
う
ち
壱
岐
・
対
馬
・
多
�
は
、
寺
料
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
天
平
年
間
の
国
か
ら
の
経
済
的
保
護
政
策
は
、
国
分

寺
建
設
事
業
に
大
き
な
支
援
と
な
っ
た
。
上
表
の
弘
仁
式
に
よ
れ
ば
、
前

述
し
た
よ
う
に
大
隅
は
日
向
か
ら
、
薩
摩
は
肥
後
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
万
束

を
支
援
さ
れ
て
い
る
が
、
延
喜
式
で
は
自
国
の
正
税
か
ら
支
出
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
国
力
に
応
じ
て
寺
料
が
計
上
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
弘
仁
式
で
は
二
万
束
が
通
常
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
肥
後
国
が
八
万
束
で
最
も
寺
料
が
多
い
の
は
、
九
州
九
国
の

う
ち
、
唯
一
「
大
国
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

国
分
寺
の
造
営
は
必
ず
し
も
順
調
と
は
言
い
難
く
、
各
国
の
諸
般
の
状

況
が
大
き
く
左
右
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
造
営
に
あ
た
っ
て
は
国
司
が

任
ぜ
ら
れ
た
が
、
在
地
有
力
者
で
あ
る
郡
司
た
ち
の
協
力
が
な
け
れ
ば
資

材
の
確
保
・
人
夫
の
調
達
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
一
様
に
進
ま
な

か
っ
た
ら
し
い
。
各
国
の
そ
う
し
た
状
況
を
察
し
て
、
天
平
十
九
年
の
詔

で
は
国
司
の
怠
慢
さ
を
戒
め
、
郡
司
は
三
年
以
内
に
塔
・
金
堂
・
僧
坊
を

造
営
す
れ
ば
、
永
代
に
わ
た
っ
て
郡
司
に
任
命
す
る
と
促
し
て
い
る
。

九
州
の
国
分
寺

九
州
の
国
分
寺
が
文
献
に
見
え
る
の
は
『
続
日
本

紀
』
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
で
あ
る
。

十
二
月
己
亥
、
越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・

備
前
・
備
中
・
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土

佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
六
国
、
国
別
灌
頂
幡
一
具
。

道
場
幡
四
九
首
、
緋
綱
二
条
を
領
ち
下
し
て
、
以
て
周
忌
御
齋
の
荘
飾
り
に
充
て
し

む
。
用
い
了
ら
ば
、
金
光
明
寺
に
収
め
置
き
て
永
く
寺
物
と
し
、
事
に
随
ひ
て
出
し

各

国

弘

仁

式

延

喜

式

筑

前

□
万
束

三
万
二
二
九
三
束

筑

後

二
万
束

一
万
三
三
九
四
束

肥

前

四
万
束
（
内
壱
岐
二
万
束
）

三
万
三
三
九
四
束

肥

後

八
万
束
（
内
薩
摩
二
万
束
）

四
万
七
八
八
七
束

豊

前

二
万
束

一
万
四
二
七
四
束

豊

後

二
万
束

二
万
束

日

向

三
万
束
（
内
大
隅
二
万
束
）

一
万
束

大

隅

二
万
束

薩

摩

二
万
束
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用
え
し
む

と
あ
っ
て
、
西
海
道
国
分
寺
他
各
国
に
仏
事
荘
厳
具
の
下
賜
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
と
き
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
「
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
豊

前
・
豊
後
・
日
向
」
の
六
国
で
あ
っ
て
、
他
の
筑
前
・
薩
摩
・
大
隅
の
国

分
寺
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
国
分
寺
建
立
詔
の
年
代
を
考
え
る

と
、
一
五
年
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
各
国
分
寺
の
塔
・
金
堂
・
講

堂
な
ど
、
主
要
な
建
物
は
出
来
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
方
が
一
般

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
に
記
さ
れ
て
い
な
い
三
か
国
の
う
ち
筑
前
国

分
寺
は
、
大
宰
府
と
の
関
係
か
ら
他
の
国
分
寺
よ
り
早
く
に
設
置
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
藤
原
広
嗣
の
乱
直
後
の
天
平
十
四
年
（
七
四

二
）
に
は
、
大
宰
府
を
廃
止
し
て
お
り
、
筑
前
国
司
に
官
公
物
の
所
管
が

移
っ
て
い
る
。
国
分
寺
は
国
府
（
国
衙
）
か
ら
五
�
以
内
に
造
営
を
促
さ

れ
、
そ
の
所
轄
は
国
司
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
当
然
に
し
て
国
分
寺

造
営
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
大

宰
府
と
筑
前
国
府
と
の
関
係
、
国
府
と
国
分
寺
と
の
関
係
か
ら
筑
前
国
分

寺
は
、
西
海
道
国
分
寺
の
な
か
で
も
い
ち
早
く
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
更
に
、
考
古
学
的
な
分
野
か
ら
、
観
世
音
寺
創
建
瓦
と
さ
れ
る
「
老

司
式
瓦
」
が
国
分
寺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
前
半

代
に
は
国
分
寺
建
立
に
着
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

薩
摩
国
・
大
隅
国
の
場
合
は
直
接
的
な
資
料
に
欠
け
る
が
、
弘
仁
十
一

年
（
八
二
〇
）『
弘
仁
式
』
主
税
の
項
に
、
薩
摩
国
は
肥
後
国
か
ら
、
大

隅
国
は
日
向
国
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
万
束
の
寺
料
の
補
助
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
分
寺
運
営
が
薩
摩
・
大
隅
国
共

に
維
持
し
得
な
か
っ
た
両
国
の
事
情
を
物
語
っ
て
お
り
、
天
平
勝
宝
八
年

時
に
は
建
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
若
干
遅
れ
て
出
来
た
可
能
性
が
あ
る
と
見

ら
れ
て
い
る
。

九
州
九
国
三
島
の
島
分
寺
、
壱
岐
・
対
馬
・
多
�
に
関
し
て
は
、『
類

聚
三
代
格
』
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
が
初
見
記
事
で
あ
る
。

詔
す
ら
く
、
四
畿
内
七
道
の
諸
国
、（
中
略
）
壱
岐
嶋
は
肥
前
国
に
分
宛
て
よ
。
多
�

対
馬
は
此
の
限
り
に
あ
ら
ず

と
あ
っ
て
、
当
初
か
ら
国
分
寺
建
立
の
計
画
に
入
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
多
�
・
対
馬
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
と
さ
れ
、
壱
岐
に
つ
い
て
は
肥

後
国
か
ら
の
分
宛
で
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
壱
岐
島
分
寺
は
他
二
寺
よ

り
も
早
く
建
立
さ
れ
た
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
平
勝
宝

八
年
の
記
録
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
他
国
よ
り
若
干
遅
れ
て
大

隅
・
薩
摩
等
と
同
じ
こ
ろ
に
他
の
二
寺
も
建
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

豊
前
国
分
寺

（
僧
寺
）

国
分
僧
寺
は
京
都
郡
豊
津
町
国
分
二
八
〇
番
地
、
同
尼

寺
は
豊
津
町
徳
政
に
所
在
す
る
。
こ
の
地
は
錦
原
台
地

が
浸
食
さ
れ
て
出
来
た
扇
状
地
で
あ
り
、
国
分
寺
は
そ
の
一
部
の
先
端
部

に
位
置
す
る
。
北
方
約
一
�
に
は
推
定
豊
前
国
府
跡
が
あ
り
、
そ
の
南
側

約
七
〇
〇
㍍
の
所
に
は
推
定
大
宰
官
道
が
東
西
に
走
っ
て
い
る
。

国
分
寺
に
つ
い
て
は
、『
太
宰
管
内
志
』、『
柳
村
雑
記
』
等
の
文
献
資

料
を
は
じ
め
と
し
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
考
察
が
さ
れ
て
き
た
が
、
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伽
藍
・
規
模
等
に
つ
い
て
の
資
料
は
極
め
て
乏
し
い
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
豊
前
国
分
寺
の
名
が
は
じ
め
て
見
え
る
の
は
、
天
平
勝
宝
八
年
（
七

五
六
）
で
あ
り
、
建
立
時
期
は
こ
れ
を
や
や
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

時
代
は
下
る
が
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
〜
九
二
）
に
大
友
氏
の
兵
火
に

よ
っ
て
消
失
す
る
間
の
、
国
分
寺
隆
盛
時
代
は
記
録
が
な
く
、
そ
の
実
体

を
明
ら
か
に
し
得
な
い
悔
し
さ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
奈
良
か
ら
平
安
時

代
に
推
移
し
て
い
く
中
で
、
律
令
制
の
衰
退
と
と
も
に
、
国
司
・
豪
族
な

ど
に
寺
領
を
侵
さ
れ
、
そ
の
活
動
も
衰
え
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。豊

前
国
分
寺
縁
起
に
よ
る
と
、
往
古
の
僧
寺
と
尼
寺
は
僧
二
〇
人
、
尼

一
〇
人
を
擁
し
、
寺
領
一
五
〇
町
歩
、
封
戸
五
〇
を
有
し
た
七
堂
伽
藍
を

呈
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
山
門
内
に
は
心
海
・
永
寿
・
誓
願
・
地
蔵
・
大

坊
・
悟
庵
の
六
子
院
と
、
郡
内
に
は
福
正
院
（
柳

井
田
）・
善
門
寺
（
綾
野
）・
観
音
院
（
上
坂
）・
荘

厳
院
（
国
作
）・
歓
喜
寺
（
国
分
）・
妙
善
院
（
徳

政
）
の
六
つ
の
末
寺
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
正
年
間
ご
ろ
ま
で

は
何
と
か
荒
寺
と
し
な
が
ら
も
国
分
寺
の
体
裁
を

保
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

天
正
年
間
の
文
書
中
に

至
天
正
之
間
、
遭
大
友
氏
之
乱
、
寺
及
大
小
院
、

一
夕
廃
而
丘
墟
也

と
あ
っ
て
、
大
友
宗
麟
の
乱
に
よ
り
、
総
て
の
堂

塔
が
焼
失
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

天
正
年
間
、
末
寺
僧
心
海
院
英
賢
が
灰
燼
の
旧
址
に
草

庵
を
結
び
、
本
尊
薬
師
如
来
を
造
仏
安
置
す
る
。

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
心
海
院
の
僧
英
賢
に
よ
り

再
建
が
試
み
ら
れ
る
も
の
の
、
寺
域
は
荒
廃
が
続

図３―１７ 豊前国分寺発掘調査全体図
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き
、
寺
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
の
後
、

慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
尊
応
、
下
毛
郡
大
貞
山
南
坊
よ
り
来
り
て
千
載
の
霊
場
を

徘
徊
、
蒼
然
と
し
て
去
る
に
忍
び
ず
、
村
老
と
相
謀
り
中
興
す
る
。

と
あ
っ
て
、
一
寺
の
建
立
を
企
て
る
動
き
が
見
え
る
。
更
に
一
六
年
後
に

は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
小
笠
原
藩
主
の
命
を
受
け
郡
鑑
島
角
左
衛
門
本
堂
建
立
、

五
穀
成
熟
祈
願
し
菱
御
紋
は
御
幕
二
張
、
御
紋
付
大
提
灯
四
張
、
御
供
米
六
石
御
寄

付
あ
り

と
あ
り
、
小
笠
原
藩
の
命
を
受
け
て
本
堂
を
建
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
現
在
の
国
分
寺
は
こ
れ
の
後
裔
で
あ
る
。
ち
な
み
に
現
存
す
る
三

重
塔
は
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
再
建
さ
れ
た
が
、
老
朽
化
が
進

み
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
に
再
び
造
改
築
さ
れ
た
。

国
分
寺
は
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
に
国
指
定
史
跡
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
発
掘
調
査
は
、
昭
和
四
十
九
年
を
皮
切
り
に
実
施
さ
れ
、
そ
の

後
、
豊
津
町
教
育
委
員
会
で
昭
和
六
十
・
六
十
一
年
の
二
年
間
調
査
さ
れ

た
。
現
在
は
南
門
、
中
門
（
鐘
楼
）、
本
堂
、
三
重
塔
が
現
存
す
る
が
、

国
分
寺
伽
藍
配
置
等
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

１

遺
構

講

堂

跡

境
内
全
般
に
わ
た
っ
て
後
世
の
削
平
が
著
し
く
、
国
分

寺
建
立
時
代
の
遺
構
検
出
が
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
九
年
の
遺
構
分
布
状
況
及
び
規
模
確
認
調
査
で
、
推
定
南
門
跡

か
ら
約
九
七
㍍
北
方
に
、
東
西
三
〇
㍍
、
南
北
二
〇
㍍
ほ
ど
の
地
山
高
ま

り
を
確
認
し
、
こ
の
高
ま
り
南
端
部
に
お
い
て
玉
石
列
を
検
出
し
た
こ
と

を
手
掛
か
り
に
、
再
び
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
東
西
約
二
七
㍍
、
南
北

は
不
明
の
基
壇
が
検
出
さ
れ
、
基
壇
は
自
然
石
及
び
�
積
み
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
更
に
、
北
面
中
央
部
に
幅
三
・
五
㍍
、
長
さ

二
・
二
㍍
の
階
段
を
検
出
し
、
そ
の
東
西
に
は
浅
い
土
壙
が
あ
り
、
内
部

に
は
小
礫
に
混
じ
っ
て
瓦
等
が
出
土
し
た
。
検
出
し
た
基
壇
北
辺
（
東
西

長
）
と
中
央
階
段
を
基
準
に
主
軸
を
推
定
す
る
と
、
現
在
の
国
分
寺
の
軸

に
比
べ
約
三
度
西
に
振
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

金

堂

跡

金
堂
と
推
定
で
き
る
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
た

だ
、
寺
域
及
び
推
定
講
堂
跡
等
の
関
係
位
置
か
ら
、
現

在
の
本
堂
（
庫
裡
）
の
や
や
南
の
位
置
が
妥
当
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
調

査
は
不
可
能
で
あ
る
。

塔

跡

塔
跡
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
九
年
の
調
査
で
、
塔
は
現

位
置
の
可
能
性
が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
、
三
重
塔
復
元
の
際
に
礎
石
及
び
基
壇
等
を
発
掘
調
査
し
た
結
果
、
塔

基
壇
下
層
か
ら
は
中
世
の
ピ
ッ
ト
な
ど
が
検
出
さ
れ
、
明
ら
か
に
創
建
時

の
位
置
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
九
州
国
分
寺
伽
藍
配
置
状
況
を
見

る
と
、
塔
を
西
側
に
配
置
し
て
い
る
例
は
豊
後
国
分
寺
及
び
肥
後
国
分
寺

で
、
筑
前
国
分
寺
・
肥
前
国
分
寺
等
は
回
廊
内
の
東
側
に
配
置
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
大
宮
大
寺
の
伽
藍
配
置
を
と
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
豊
前
国
分
寺
の
塔
は
金
堂
の
東
側
に
配
置
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
大
き
い
。
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そ
の
他
の
建
物

こ
の
ほ
か
、
主
要
建
物
を
巡
る

回
廊
跡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
定

か
で
な
い
が
、
主
軸
か
ら
東
西
に
約
三
三
㍍
隔
て
た

と
こ
ろ
に
幅
約
三
㍍
の
溝
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
溝
を
仮
に
回
廊
外
を
区
画
す
る
も
の
と
考
え
た
場

合
、
東
西
幅
は
約
二
一
九
尺
と
な
る
。
ま
た
推
定
講

堂
跡
の
北
側
約
四
〇
㍍
に
は
、
東
西
方
向
の
溝
が

走
っ
て
い
る
。
時
期
は
中
世
で
あ
り
、
創
建
時
の
国

分
寺
と
直
接
的
に
は
結
ば
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
参

考
ま
で
に
記
し
て
お
く
。

更
に
、
現
在
の
鐘
楼
跡
地
を
国
分
寺
中
門
と
推
定

し
、
こ
れ
か
ら
約
四
〇
㍍
南
に
位
置
し
た
と
こ
ろ
を

南
門
と
推
定
し
て
い
る
が
、
中
門
は
若
干
南
へ
ず
れ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

２

遺
物

出
土
し
た
主
な
遺
物
は
多
く
の
瓦
類
と
土
器
・
陶

磁
器
類
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
土
器
は
極
め
て
少
な

く
、
中
世
の
青
磁
・
白
磁
の
椀
・
皿
等
が
出
土
し
て

い
る
。
瓦
類
は
軒
丸
瓦
で
は
百
済
系
瓦
と
鴻
臚
館
式

瓦
・
老
司
式
瓦
の
文
様
構
成
を
組
む
瓦
、
軒
平
瓦
は

新
羅
系
瓦
、
老
司
式
と
そ
の
系
統
瓦
及
び
忍
冬
唐
草

文
軒
平
瓦
等
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
他
に
大
宰
府
系

図３―１８ 豊前国分寺出土瓦拓影・出土土器実測図
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の
鬼
瓦
片
が
出
土
し
て
い
る
。

軒
丸
瓦
は
①
単
弁
八
弁
軒
丸
瓦
、
②
複
弁
八
弁
軒
丸
瓦
、
③
複
弁
七
弁

軒
丸
瓦
、
④
単
弁
一
九
弁
軒
丸
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
②
は
中
房
蓮
子

が
一
＋
四
＋
八
で
、
蓮
弁
及
び
外
区
珠
文
は
老
司
式
及
び
鴻
臚
館
式
の
瓦

に
類
似
し
た
逸
品
の
軒
丸
瓦
で
あ
る
。
③
は
亀
田
修
一
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
弥
勒
寺
例
と
同
笵
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
④
は
木
山
廃
寺
、

上
坂
廃
寺
等
に
類
例
が
あ
り
、
椿
市
廃
寺
軒
丸
瓦
か
ら
模
倣
し
た
畿
内
系

色
の
瓦
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
①
は
前
述
し
た
よ
う
に
豊
前
地

方
寺
院
を
代
表
す
る
百
済
系
単
弁
軒
丸
瓦
で
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
に

そ
の
年
代
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

軒
平
瓦
は
①
扁
行
唐
草
文
軒
平
瓦
、
②
忍
冬
唐
草
文
軒
平
瓦
が
発
見
さ

れ
て
い
る
。
①
に
は
二
種
類
あ
り
、
①
│
１
は
左
か
ら
右
に
流
れ
る
蔓
草

で
新
羅
系
と
言
わ
れ
て
い
る
軒
平
瓦
で
あ
る
。
軒
丸
瓦
の
②
と
組
み
合
う

可
能
性
が
あ
る
。
①
│
２
は
明
ら
か
に
老
司
式
の
文
様
構
成
を
組
む
軒
平

瓦
で
、
軒
丸
瓦
④
と
の
組
み
合
わ
せ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
木
山
廃
寺
、

上
坂
廃
寺
等
に
類
例
が
あ
る
。
②
は
小
田
富
士
雄
が
分
類
し
て
い
る
忍
冬

唐
草
文
軒
平
瓦
の
Ⅸ
類
に
相
当
し
、
亀
田
は
弥
勒
寺
だ
け
に
見
ら
れ
る
Ⅶ

式
か
ら
変
化
し
た
の
が
豊
前
国
分
寺
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
、
豊
前
国
分
寺
を
概
観
し
た
。
発
掘
調
査
結
果
か
ら
は
後
世
の
削

平
が
著
し
く
、
創
建
期
等
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
悔
し
さ
が
残
る
が
、
文

献
及
び
出
土
瓦
等
か
ら
、
豊
前
国
分
寺
は
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
の
詔

及
び
筑
前
国
分
寺
等
の
建
立
時
期
を
勘
案
す
る
と
、
八
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期

後
半
ご
ろ
に
は
建
立
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

豊
前
国
分
尼
寺

京
都
郡
豊
津
町
字
徳
政
に
所
在
す
る
。
こ
の
地
は
僧

寺
か
ら
東
へ
約
三
〇
〇
㍍
の
標
高
四
五
㍍
前
後
の
丘

陵
上
に
あ
る
。

尼
寺
の
歴
史
は
国
分
僧
寺
と
同
様
で
あ
る
が
、『
京
都
郡
誌
』
に
よ
る

と
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
は
僧
寺
の
子
院
と
な
り
、
文
政
十
一
年
（
一
八

二
八
）
に
暴
風
に
よ
り
�
倒
解
体
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
同

書
籍
に
は
、

仲
津
郡
国
分
村
国
分
寺
本
堂
よ
り
三
町
許
東
方
に
、
尼
寺
趾
あ
り
て
、
今
僅
に
二
間

四
方
地
蔵
堂
の
み
あ
り
、
堂
の
四
方
、
往
々
に
昔
の
礎
残
れ
り
、
境
内
凡
て
二
町
四

方
許
な
る
が
、
今
に
至
て
、
其
内
を
耕
す
事
を
禁
む
れ
ば
、
荒
原
と
な
れ
り

と
記
さ
れ
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
地
蔵
堂
が
建
ち
、
礎
石
が
残
っ
て

い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。

尼
寺
の
発
掘
調
査
は
、
平
成
四
年
に
遺
構
確
認
調
査
が
行
わ
れ
た
。
検

出
さ
れ
た
遺
構
は
、
径
約
二
・
五
㍍
の
落
ち
込
み
で
、
礫
に
混
じ
っ
て
土

器
や
瓦
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
礎
石
の
据
え
跡
と
思
わ
れ
る
径
一
・
五
㍍

ほ
ど
の
土
壙
状
遺
構
を
検
出
し
、
底
部
に
礫
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
他
に
溝
状
遺
構
が
あ
る
が
、
江
戸
時
代
ま
で
下
る
も
の
で

あ
る
。
出
土
遺
物
と
し
て
新
た
に
細
弁
三
七
弁
軒
丸
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。徳

政
瓦
窯
跡

遺
跡
は
京
都
郡
豊
津
町
字
徳
政
に
所
在
す
る
。
現
在
窯

跡
の
一
部
は
若
宮
八
幡
宮
神
社
の
北
西
隅
に
残
存
し
て
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い
る
。

昭
和
十
二
年
、
森
貞
次
郎
に
よ
り
遺
跡
の
確
認
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、

若
宮
八
幡
の
社
殿
背
後
の
西
向
斜
面
を
、
南
北
に
横
切
る
幅
一
間
の
道
路
が
あ
る
。

瓦
窯
は
胴
部
を
此
の
道
に
よ
っ
て
横
断
さ
れ
て
い
る
。
窯
は
登
り
窯
で
、
道
の
西
側

の
排
水
溝
付
近
が
焚
口
と
推
定
さ
れ
る
。
窯
壁
は
脆
い
壁
土
で
赤
褐
色
に
焼
き
締
ま
っ

て
い
る
。
内
部
は
褐
黒
色
の
土
が
充
満
し
、
多
数
の
布
目
の
あ
る
宇
瓦
の
小
破
片
が

少
量
の
木
炭
屑
と
共
に
道
路
土
の
断
面
及
び
東
側
掘
崩
崖
の
断
面
に
露
出
し
て
い

る
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
観
察
で
き
な
い
貴
重
な
報
告
で
あ
る
。
こ

の
後
、
道
路
拡
張
工
事
の
際
、
再
び
原
口
信
行
ら
に
よ
っ
て
実
測
図
が
作

成
さ
れ
て
い
る
。

出
土
瓦
は
細
弁
三
七
弁
軒
丸
瓦
で
、
国
分
寺
に
供
給
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
瓦
の
年
代
等
か
ら
平
安
時
代
の
増
改
築
時
に
築

窯
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

船
迫
堂
が
へ
り
窯
跡

本
跡
一
帯
に
分
布
す
る
窯
跡
群
を
「
船
迫
窯
跡

群
」
と
称
し
て
い
る
。
窯
跡
は
三
群
か
ら
成
り

工
房
跡
を
含
め
た
遺
跡
群
で
あ
る
。

①
茶
臼
山
東
窯
跡
群

五
基

須
恵
器
が
主
体

六
Ｃ
後
半

②
堂
が
へ
り
窯
跡
群

四
基

瓦
が
主
体

七
Ｃ
後
半

③
宇
土
窯
跡

一
基

瓦
が
主
体

九
Ｃ
代
前
半

④
堂
が
へ
り
遺
跡

掘
立
建
物
二
棟

工
房
跡

七
Ｃ
後
半

船
迫
堂
が
へ
り
窯
跡
は
計
四
基
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
一
・
二
号
窯
は

瓦
を
主
に
操
業
し
て
お
り
、
豊
前
国
分
寺
へ
の
供
給
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
窯
跡
は
最
も
残
存
状
況
が
よ
い
二
号
窯
で
、
全
長
一
〇
㍍
、
焼
成

部
幅
一
・
三
㍍
で
焼
成
部
中
央
か
ら
窯
尻
に
か
け
て
一
二
階
段
を
有
し
、

勾
配
は
三
四
度
と
か
な
り
傾
斜
し
て
い
る
。
天
井
は
高
く
約
二
㍍
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
瓦
の
状
況
は
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
。
堂
が
へ
り
遺
跡
で
は
瓦
工
房
跡
が
発
見
さ
れ
、
貴
重
な
遺
跡
と
し
て

保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
検
出
し
た
工
房
跡
の
建
物
は
二
棟
で
、
身

舎
が
二
間
×
八
間
の
切
妻
造
り
で
、
四
面
に
簡
素
な
廂
が
つ
く
と
判
断
さ

れ
て
い
る
。
本
跡
の
出
土
の
須
恵
器
・
瓦
等
は
、
六
世
紀
後
半
か
ら
九
世

出
土
瓦
・
窯
跡

一
号

二
号

三
号

四
号

茶
四

宇
土

百
済
系
単
弁

八
弁
軒
丸
瓦

○

○

複
弁
七
弁
蓮

華
文
軒
丸
瓦

○

○

○

忍
冬
唐
草
文

軒
平
瓦

○

○

鴟
尾

○

○

鬼
瓦

○

丸
瓦
（
行
基
瓦
）

○

○

○

○

（
玉
縁
付
瓦
）

○

○

平
瓦

○

○

○

○

○

道
具
瓦

○

時
期

８
Ｃ

後
半

８
Ｃ

後
半

７
Ｃ

後
半

７
Ｃ

後
半

７
Ｃ

中
頃

９
Ｃ

前
半
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紀
前
半
に
か
け
て
、
豊
前
国
分
寺
等
へ
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

第
三
節

勝
山
町
の
寺
院

一

菩
提
廃
寺
跡

位
置
と
環
境

本
跡
は
、
京
都
郡
勝
山
町
大
字
松
田
二
一
四
三
│
一
番

地
に
所
在
す
る
。
国
道
二
〇
一
号
線
沿
い
で
、
新
仲
哀

ト
ン
ネ
ル
の
勝
山
町
出
口
北
側
に
あ
り
、
京
都
平
野
の
西
端
、
山
裾
に
位

置
す
る
。
京
都
平
野
の
中
央
を
長
峡
川
・
今
川
・
祓
川
の
三
河
川
が
悠
々

と
周
防
灘
に
流
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
旧
石
器
時
代
か
ら
近
年
に

至
る
ま
で
、
永
い
年
月
を
か
け
歴
史
・
文
化
が
営
み
育
ま
れ
な
が
ら
発
展

し
て
き
た
。

旧
石
器
時
代
か
ら
遺
跡
は
多
く
発
見
さ
れ
て
お
り
、
特
に
弥
生
時
代
の

下
稗
田
遺
跡
・
前
田
遺
跡
・
竹
並
遺
跡
（
行
橋
市
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
遺

跡
の
中
で
も
注
目
に
値
す
る
集
落
拠
点
で
あ
る
。
ま
た
、
古
墳
時
代
で
は

九
州
で
最
も
古
式
と
さ
れ
て
い
る
石
塚
山
前
方
後
円
墳
（
苅
田
町
）
が
出

現
し
、
そ
の
後
、
御
所
山
古
墳
（
苅
田
町
）、
八
雷
古
墳
（
行
橋
市
）、
庄

屋
塚
古
墳
（
勝
山
町
）
等
、
京
都
平
野
を
代
表
す
る
前
方
後
円
墳
が
存
在

す
る
。
更
に
、
六
世
紀
半
ば
前
方
後
円
墳
が
小
型
化
す
る
と
、
巨
大
な
石

室
を
有
す
る
橘
塚
古
墳
・
綾
塚
古
墳
（
勝
山
町
）、
彦
徳
大
塚
古
墳
・
甲

塚
古
墳
（
豊
津
町
）
等
の
円
墳
や
方
墳
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
、
平
野
の
丘
陵
部
に
は
竹
並
横
穴
墓
群
や
前
田
山
横
穴
墓
群
の
群
集
墳

が
存
在
す
る
。

み
や
け

時
は
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
代
。
豊
前
国
に
は
屯
倉
が
置
か
れ
、
豊
前
国

戸
籍
断
簡
に
見
え
る
秦
氏
を
中
心
と
し
た
渡
来
系
集
団
氏
族
が
、
仏
教
を

中
心
と
す
る
文
化
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
各
郡
単
位
に
見
ら
れ
る
古

代
寺
院
跡
（
木
山
廃
寺
跡
・
上
坂
廃
寺
跡
・
椿
市
廃
寺
跡
）
は
そ
れ
ら
の
こ

と
を
良
く
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
西
日

本
一
帯
、
特
に
九
州
・
瀬
戸
内
海
を
中
心
に
古
代
山
城
（
御
所
ケ
谷
神
籠

石
）
が
築
城
さ
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
動
乱
に
対
し
て
の
防
備
の
た
め
と
解
し

て
い
る
。

こ
う
し
て
奈
良
時
代
に
入
る
と
、
律
令
制
下
の
も
と
豊
前
国
府
・
国
分

寺
・
同
尼
寺
（
豊
津
町
）
が
設
置
さ
れ
、
古
代
社
会
が
法
律
の
も
と
運
営

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
世
紀
後
半
に
は
平
野
の
西
端
部
に
、
菩
提
廃
寺

（
勝
山
町
）
が
建
立
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
荘
園
の
発
達
と
と
も
に
律
令

制
は
平
安
時
代
で
終
焉
さ
れ
、
中
世
武
士
社
会
へ
と
歴
史
は
動
い
て
い

く
。寺

院
跡
発
見

の
重
要
性

菩
提
廃
寺
跡
に
つ
い
て
、『
太
宰
管
内
志
』
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

京
都
郡
菩
提
村
鷲
尾
山
菩
提
院
宝
積
寺
天
台
宗
之
旧
跡
也
正
徳
元
年
八
月
再
興
寺
院

以

龍
池
山
石
窟
、
本
尊
虚
空
蔵

安
置
此
寺

又
自

寺
一
町
許
南
有

一
寸
坊

塔

五
輪
大
塔

也
又
自

寺
四
丁
許
北

谷
有

輪
蔵

礎

又
寺
上
有
四
十
九
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